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 第1章　計画の基本的な事項

1 計画策定の趣旨
計画の目的

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「法」）第6条に基づく「熊本市空家等対策計
画」を策定し、「安全・安心な魅力ある住環境の実現」を目指して総合的かつ計画的な空家等対策を
推進する。

計画策定の背景
近年、人口減少や少子・高齢化の進展、既存住宅の増加や建物の老朽化等を背景に、全国的に使

用されない建築物が年々増加している傾向にあり、本市でも使用されない建築物が増えている。こ
うした空き家の活用や老朽化した空家等への対策が社会的な課題となっている。
空家等は、適正に維持管理されないと、倒壊の危険や、周囲の景観及び住環境への悪影響、治安

の悪化などの問題が生じる可能性があることから、空家等に関する問題の予防や解消のため、国で
は、2015年に法を施行し、空家等対策の取り組みを強化している。
そのような中、本市においても空家等対策の方向性を定め、対策の強化が急がれる。

2 計画の位置づけ
熊本市総合計画を上位計画とし、本市の住宅政策の基本的な方向性を示した、「熊本市住生活基本

計画」との整合性を図った内容とする。

3 空家等対策の対象
市内全域の空き家　

計画の目的は空家等対策であるが、空家等対策を推進するうえで特に利活用においては空き家も
対象として含めることとする。
また、「特定空家等」は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあることから、

特に優先的に取り組むこととする。
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 第2章　空き家の現状

1 空家等の実態調査
現地調査を行い、空家等の老朽度のランク分けを行う。

◦Aランク、Bランク、Cランク：利活用可能な状態。
◦Dランク：	 建築物全体に危険な損傷があり、そのまま放置すれば、近く倒壊の危険性が高

まると考えられる状態。
◦Eランク：	 建築物全体の危険な損傷が著しく倒壊の危険性があると思われる状態。

実施調査の対象：市内全域の公営建築物及び共同住宅（全空室は除く）を除く全ての建築物
調査範囲：市内全域

①市全体の空家等数分布図

②市全体の空家等数
A B C D E 合計

居住誘導区域内 1,417 349 116 20 22 1,924
居住誘導区域外 1,301 309 101 26 37 1,774
市全体 2,718 658 217 46 59 3,698

③都市計画区域ごとの空家等数
A B C D E 合計

市街化区域 2,386 551 166 29 30 3,162
市街化調整区域・
都市計画区域外 332 107 51 17 29 536

市全体 2,718 658 217 46 59 3,698



3

 第3章　空家等対策を進めていく上での課題整理と基本的な考え方 

1 空家等対策の考え方の整理とこれまでの取組み
○熊本市住生活基本計画の中で、考え方を整理。

○空き家の課題の整理（2018年）
「熊本市住生活基本計画」を元に整理
1．	今後も、空き家が増加することが予想される
2．	市場に流通していない空き家は管理不全となりやすい
3．	老朽化した管理不全な空家等が相当数あり、周辺環境
に影響のある空家等の除却が必要

4．	災害時における被災者に対する更なる空き家の活用
5．	地域の実情に応じて空き家活用等の対策が必要
6．	空家等所有者の管理意識の低さや相続問題

空き家対策の5つの基本方針
（2015年）
1．空き家化の予防
2．空き家流通の促進
3．空き家の維持管理
4．地域の資源として活用
5．空き家の除却

2 空家等実態調査および所有者の意識調査結果による� �
地域の特性と方向性の整理

【第3章の総括】

○空家等の所有者の高齢化について
所有者の意識調査を行ったところ、所有者の約8割は高齢者であり、所有者だけでなく、その子
供世代等に空き家問題（空家等の維持管理や相続）を意識してもらうような活動も必要である。
また、今後、同時期に所有者の高齢化が想定される地域においては、高齢化と共に空家等の増加
が想定されるため、意識啓発の実施等の予防対策を行うことが有効である。

○空家等の所有者の状況について
意識調査の結果、今後の建物の取り扱いについて、売却や賃貸として運用する等の利活用につい
て前向きに考えている所有者が多いことから、空き家の地域等での活用、流通に向けた対策が効
果的である。また、遠方に住んでいるため、維持管理を行っていない所有者が多いことから、そ
の対策としては、空き家管理代行サービスの案内等が考えられる。

○利活用が可能な空家等について
居住誘導区域内のA、Bランクの空家等数は市全体の空家等の半数を
占めているため、居住誘導区域内を重点的に利活用に関する対策を
行っていくことが効果的と考えられる。

○老朽度の高いランクの空家等について
老朽度の高いD、Eランクの空家等は市全域で約100件である。
そのため、危険性が高いものから優先的に所有者へ維持管理、除却の
指導を行う。

熊本地震により状況は変わったが、空き家の課題の本質は変わらないため、今後の本市の空家等
対策においては、空き家対策方針を踏襲し、空き家の発生要因を捉えながら、実態調査による地
域特性、所有者の意識等の現状を踏まえて、第4章以降へ反映する。

 居住誘導区域
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 第4章　空家等対策の基本理念・基本方針・計画期間

1 基本理念
「総合的な空家等対策による安全・安心な魅力ある住環境の実現」

【対策全般の概念図】

2 3つの基本方針
（1）《予防》空家等問題の発生・管理不全の抑制
（2）《適正管理》管理不全な空家等の維持管理、除却の強化
（3）《利活用》空き家の流通促進、地域等での活用に向けた対策の実施

3 計画期間
計画の期間は、2019年度から2023年度までの5年間。
実態調査の結果より、約100棟もの危険な空家等があるため、期間前半を「《適正管理》管理不全

な空家等の維持管理、除却の強化」の重点実施期間とする。

 第5章　空家等対策の方向性と具体的取組み
今後さらなる空家等対策を推進するため、空家等対策の基本方針を軸とし、これまでの取組みを

継続するとともに、相談体制の構築を含めた新たな取組みや施策の拡充、関係団体等と連携を図り
ながら空家等対策の実施体制を構築するため各取り組みを進める。
【建物（主に一戸建て住宅）の状態別基本方針対応表】
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 第6章　計画の推進に向けて

第５章を基に空家等対策計画体系図を示す。

【空家等対策計画体系図】
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1 相談窓口の整備
管理不全な空家等に関する苦情窓口については庁内で連携を図る。
また、専門家団体等との連携による空き家に関する相談窓口の構築を行い、適正な運営を図る。
将来的には空き家に関する様々な相談に対応するためのワンストップ化を図る。

2 空家等対策の実施体制
計画を着実に推進するため、所有者は適正な管理、地域住民は地域の問題としてとらえ問題の解

決に努めてもらい、関連団体、関係機関、行政は予防・適正管理・利活用において役割分担を行っ
たうえで、効果的かつ効率的な実施体制を構築する。



7

3 成果指標
空き家は熊本地震により、解体が進んだことや、みなし仮設住宅として活用され一時的に減少し

ていると思われる一方で、今後、人口・世帯が減少に転じ、超高齢社会の進展によりさらに空き家
が増加することが予想されるが、本計画に基づく取組みを推進し、空き家数を減少させることによ
り、本市の空き家率を14.1％から12.9％（政令市平均）未満に減少させることを目指す。

基本方針 指標名 基準値（年） 目標値（年）
基本方針1（予防）

空き家率
（住宅・土地統計調査）

14.1％
（2013年）

12.9％未満
（2023年）基本方針2（適正管理）

基本方針3（利活用）

【空家等対策計画スケジュール】

2019年4月
熊本市　都市建設局　住宅部　空家対策課

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号　TEL（096）328-2514


